
「発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等に関する連絡会議」の設置について 

 

平成２４年９月２５日 

環 境 省 

経 済 産 業 省 

 

１．設置 

 東日本大震災以降の厳しい電力需給ひっ迫等により、早急な電源確保のニーズが高ま

っており、環境アセスメントの迅速化が課題となっている。また、火力発電所リプレー

スについては環境負荷が低減される場合が多いことから、環境アセスメントの迅速化は、

環境対策上も意義がある。 

このような中、平成 24 年８月 24 日に、細野環境大臣から、従来３年程要していた環

境アセスメント手続に係る期間を、運用上の取組によって、火力発電所リプレースにつ

いては最大１年強まで短縮、風力・地熱発電所についてはおおむね半減させるという方

針が示された。また、同年９月 14 日にまとめられた革新的エネルギー・環境戦略におい

て、風力・地熱発電所や火力発電所リプレースの環境影響評価の簡素化・迅速化、高効

率で CO2 排出量の少ない石炭火力や天然ガス火力の新増設の環境影響評価の迅速化に取

り組む旨明記された。 

これらを受け、その具体的な方策について、環境省及び経済産業省の緊密な連携の下

で早急に検討を進めるため、両省の課室長クラスによる「発電所設置の際の環境アセス

メントの迅速化等に関する連絡会議」（以下、「連絡会議」という。）を設置する。 

 

２．構成 

 連絡会議の構成は、次のとおりとする。ただし、連絡会議は、必要があると認めると

きは、構成員を追加することができる。 

 

環 境 省：総合環境政策局環境影響評価課長 

        総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室長 

        地球環境局総務課低炭素社会推進室長 

        自然環境局国立公園課長 

経済産業省：産業技術環境局環境政策課長 

       産業技術環境局環境政策課環境指導室長 

       商務流通保安グループ電力安全課長 

       資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課長 

       資源エネルギー庁資源・燃料部政策課長 

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課長 
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３．関係者の出席 

 連絡会議は、必要に応じ、有識者、構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者

の出席を求めることができる。 

 

４．検討事項 

（１）火力発電所リプレースの審査プロセス等における国、自治体、事業者の運用改善等

による環境アセスメントの期間短縮 

（２）火力発電所リプレースにおける環境アセスメントの簡素化 

（３）火力発電所リプレースにおける撤去工事に関する環境アセスメント上の取扱につい

ての整理 

（４）「火力発電所リプレース」の定義の明確化 

（５）風力発電所、地熱発電所における環境アセスメントの簡素化・迅速化 

（６）火力発電所の新増設における環境アセスメントの迅速化 

（７）その他火力発電所等における環境アセスメントの迅速化に資する関係法令の制度・

運用上の見直し 

 

５．今後の進め方 

９月下旬 第１回連絡会議を開催 

       関係事業者、関係団体、有識者等よりヒアリング 

       審査プロセスの迅速化等について具体的方策を検討 等 

年内   具体的方策の内容について結論 

 

６．庶務 

 会議の庶務は、環境省総合環境政策局環境影響評価課及び経済産業省産業技術環境局

環境政策課環境指導室において処理する。 

 

７．その他 

 前各号に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、連絡会議が

定める。 



発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等に関する連絡会議の開催経緯 

 

平成 24 年 11 月 19 日 

環境省・経済産業省 

 

○８月 24 日の閣議後会見において、細野前環境大臣が、火力発電所リプレース及び

風力・地熱発電所における環境アセスメントの迅速化の方針を表明。その後、具体

的な迅速化のための方策について、環境省及び経済産業省の課室長級の連絡会議を

設置して検討していく旨を９月 25 日の閣議後会見において、細野前環境大臣及び

枝野経済産業大臣から発表。 

 

○年内の取りまとめを目指し、９月 27 日に連絡会議の第１回を開催して以降、週１

回程度の頻度で開催してきている。各回の内容については以下のとおり。 

 

第１回 平成 24 年９月 27 日 

内容：今後の会議の進め方に関する意見交換 

第２回 平成 24 年 10 月５日 

内容：火力発電所リプレースに関する関係事業者からのヒアリング 

【電気事業連合会、中部電力株式会社、東京電力株式会社、電源開発株式会社】 

第３回 平成 24 年 10 月 12 日 

内容：火力発電所リプレースに関する関係自治体からのヒアリング 

【広島県、愛知県、名古屋市、千葉県】 

第４回 平成 24 年 10 月 15 日 

内容：風力・地熱発電所に関する関係事業者からのヒアリング 

【地熱発電事業：電源開発株式会社、九州電力株式会社、出光興産株式会社】 

【風力発電事業：日本風力発電協会、株式会社ユーラスエナジーホールディングス、

日本風力開発株式会社】 

第５回 平成 24 年 10 月 22 日 

内容：風力・地熱発電所に関する関係自治体からのヒアリング 

【北海道、秋田県】 

第６回 平成 24 年 11 月２日 

内容：火力発電所リプレース・新増設に関する関係事業者からのヒアリング 

【新日鐵住金、住友共同電力、北海道電力】 

第７回 平成 24 年 11 月 12 日 

内容：これまでのヒアリングを踏まえて、両省で意見交換 



準備書の審査

知事意見、住民
意見等を踏まえ

審査

（環境審査顧問会助言）

審査期間270日以内

照会

発電所事業における環境影響評価手続の流れ（電気事業法特例を含む）

住民

住民意見の提出

住民意見の提出

住民への周知

事業者

方法書の作成

評価書の作成

説明会の開催

準備書の作成

住民意見とりまとめ

公告・縦覧

公告・縦覧

住民意見とりまとめ

評価書の確定

公告・縦覧

環境影響に係る
調査・予測・評価の実施

経済産業大臣

方法書の審査

知事意見、住民
意見等を踏まえ

審査

（環境審査顧問会助言）

審査期間180日以内

評価書の審査
審査期間30日以内

工事計画の審査
（評価書の遵守等）

地方自治体

都道府県知事

関係市町村長

意見

環境大臣

（縦覧後２週間）

（縦覧期間１ヶ月）

方法書の送付

方法書の届出

意見の概要
（事業者見解添付）

知事意見
（意見概要届出後

90日以内）

勧告（知事意見添付）

（縦覧期間１ヶ月）

準備書の送付

準備書の届出

意見の概要
（事業者見解添付）

知事意見
（意見概要届出後

120日以内）

勧告（知事意見添付）

認可・変更命令

（縦覧期間１ヶ月）

都道府県知事

関係市町村長
評価書の送付

（縦覧後２週間）

環境大臣

照会

評価書の届出

環境大臣
送付確定通知（変更命令）

＜方法書手続＞

説明会の開催

照会

都道府県知事

関係市町村長

意見

意見

配慮書の作成

事業計画の策定

環境大臣経済産業大臣 意見

45日以内

意見

90日以内

配慮書の送付

配慮書
の送付

事業の実施
（環境保全措置・
事後調査の実施）

報告書の作成

報告書の公表

＜配慮書手続＞

＜準備書手続＞

＜評価書手続＞

＜報告書手続＞


